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第７節 定期点検（法第14条の３の２） 

１ 点検項目等（危則第62条の４） 

⑴  危則第62条の４に基づく定期点検の点検項目については、「製造所等の定期点検

に関する指導指針の整備について」（H.3.5.29 消防危第48号通知（H.8.2.13 消防

危第28号、H.10.9.4 消防危第79号、H.11.6.15 消防危第57号、H.13.3.27 消防危第

37号、H.16.3.18 消防危第33号、H.20.3.14 消防危第43号、H.20.9.30 消防危第350

号、H.21.2.27 消防危第34号、H.31.4.15 消防危第73号、R.3.3.26 消防危第43号改

正））の定期点検記録表によること。 

   なお、接地抵抗等、測定数値は記載すること。 

 ⑵ 顧客に自ら給油等をさせる給油取扱所におけるパッケージ型固定泡消火設備の泡放

出口の機能の適否に関する点検は、水又は不活性ガスの放射により確認することとし

て差し支えない。（H.31.4.19 消防危第81号通知） 

 ⑶ ドローンを用いて点検する場合については、第６節「予防規程制定（変更）承認申

請」４⒆によること。 

なお、屋外貯蔵タンクの点検にドローンを用いる場合は、上記のほか、「ドローンを活

用した屋外貯蔵タンクの側板等の点検に係るガイドライン」によること。（R5.3.29 消防

危第62号通知） 

２ 内部点検（危則第62条の５） 

  資料編「特定屋外タンク貯蔵所等の板厚点検・補修要領」によるほか、次によるこ

と。 

 ⑴ 開放周期    

   内部点検の開放周期は、タンクの種別ごとに下記によること。 

 基本開放周期 １号措置 ２号措置 

新法 １３年 １５年 １５年 

新基準 １２年 
１５年（※１） 

１４年 
１３年（※２） 

１号措置：危則第62条の２の２第１項第１号に規定された措置 

２号措置：危則第62条の２の２第１項第２号に規定された措置 

※１：内部防食コーティングがガラスフレーク又はガラス繊維強化プラスチック

ライニングの場合 

※２：内部防食コーティングがエポキシ系塗装又はタールエポキシ系塗装の場合 

⑵  点検項目 

  ア 板厚に関する事項 

   (ｱ) 板厚測定方法 

     定点測定については、「危険物の規制に関する政令及び消防法施行令の一部を
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改正する政令等の施行について」（S.52.3.30 消防危第56号通知）に示されてい

る保安検査の測定方法により、連続測定については、「屋外タンク貯蔵所の地震

対策について」（S.54.12.25 消防危第169号通知）に示されている測定方法によ

り実施すること。 

   (ｲ) 板厚及び補修基準 

     板厚及び補修基準については、以下のとおりとする。      

区
分 

部位 法令上の基準 
補修が必要となる要件 

定点測定 連続測定 

新
法 

アニュラ

板（アニ

ュラ相当

部底板を

含む） 

・危告示第４条の17

の最小厚さ以上 

・危告示第79条の保

有水平耐力を満足

する厚さ以上 

「危険物規制事務に関

する執務資料（屋外タ

ンク貯蔵所及び一般取

扱所関係）の送付につ

いて」（H.11.6.15 消

防危第58号通知）によ

る。 

「特定屋外

貯蔵タンク

の内部点検

等の検査方

法に関する

運用につい

て」

（H.12.8.24 

消防危第93

号通知

（H.14.1.22 

消防危第17

号改正）） 

底板 ・危告示第４条の17

の最小厚さ以上 

新
基
準 

アニュラ

相当部底

板 

・3.2㎜以上 

・危告示第79条の保

有水平耐力を満足

する厚さ以上 

「特定屋外タンク貯蔵

所のうち旧法タンクの

保安検査等における定

点測定法による測定結

果の取扱いについて」

（H.26.5.27 消防危第

146号通知）による。 

底板 ・3.2㎜以上 

 

  イ 溶接部に関する事項 

   (ｱ) 試験実施個所 

磁粉探傷試験又は浸透探傷試験の実施個所については、「危険物の規制に関す

る政令及び消防法施行令の一部を改正する政令等の施行について」（S.52.3.30 

消防危第56号通知）に示されている保安検査の試験位置によること。 

   (ｲ) 試験基準 

     タンク底部の溶接部の基準については、危則第20条の８を満足すること。 

⑶  休止に伴う内部点検期間の延長については、第１章第５節６による。 

３ 地下貯蔵タンク等及び移動貯蔵タンクの漏れの点検（危則第62条の５の２、第62条

の５の３、第62条の５の４関係） 

⑴  点検に係る運用については、「地下貯蔵タンク等及び移動貯蔵タンクの漏れの点

検に係る運用上の指針について」（H.16.3.18 消防危第33号通知（H.19.3.28 消防
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危第66号、H.22.7.8 消防危第144号、R.1.8.27 消防危第120号、R.2.12.25 消防危

第301号改正））によること。 

⑵  危則第62条の５の３の規定による「地下埋設配管」には、ピット、トレンチ等に

設置されるものも含まれるが、容易に目視点検が実施できるなど地上配管と同等の

点検が実施できる配管については、漏れの点検を実施しないことができる。 

ただし、ピット、トレンチ内に流入する土砂、水等により腐食するおそれのあるもの

は除く。 

⑶  平成15年12月17日総務省令第143号附則第３項により、平成16年４月１日の時点

で、法第11条第１項前段の規定による設置に係る許可を受け、又は当該許可の申請

がなされていた製造所等が、同項第１号及び第２号の措置をしていた場合は、危則

第62条の５の２第２項第１号及び第62条の５の３第２項の「危険物の漏れを覚知し

その漏えい拡散を防止するための告示で定める措置」を行っているとみなされる

が、この内、二重殻タンクを設置しているものについては、同号に規定する「既設

の製造所等に設けられた漏洩検知管を用いて１週間に１回以上危険物の漏れを確認

する」という措置が行われているものとみなす。 

⑷  設置者等が、１日に１回以上の割合で、地下貯蔵タンクへの受入量、払出量及び

タンク内の危険物の量を継続的に記録し、当該液量の情報に基づき分析者（法人を

含む。）が統計的手法を用いて分析を行うことにより、直径0.3㎜以下の開口部から

の危険物の流出の有無を確認することができる方法で、かつその方法が第三者機関

の評価を受けている等、客観的に確認されている場合にあっては、当該方法を危告

示第71条第１項第５号及び第71条の２第１項第５号に規定される「その他の方法」

として認めることができる。（H.31.4.19 消防危第81号通知） 

⑸  休止に伴う地下貯蔵タンク、二重殻タンク又は地下埋設配管の点検期間の延長につ

いては、第１章第５節８による。 

４ 泡消火設備の泡の適正な放出を確認する一体的な点検（危則第62条の５の５） 

 ⑴ 固定式の泡消火設備を設ける屋外タンク貯蔵所の泡の適正な放出を確認する一体的

な点検については、「固定式の泡消火設備を設ける屋外タンク貯蔵所の泡の適正な放

出を確認する一体的な点検に係る運用について」（H.17.3.30 消防危第63号通知）に

よること。 

 ⑵ 当該点検は、危告示第72条第１号又は第２号のいずれの方法を用いてもよいが、定

期点検又は完成検査時に、一の泡消火薬剤混合装置等につき一度は、第１号の方法に

より行う必要がある。 

   なお、当該第１号の方法により実施した後でも、薬剤タンク、混合器及び送液ポン

プをすべて変更（取替えを含む。）した場合は、再度、定期点検又は完成検査時に、

第１号の方法により実施する必要がある。 


